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　私が岩手に住むようになって30年になります。そ

の間、土砂災害を中心とした自然災害の対策に従事

してきました。“いわてを見る”の執筆にあたり、

私の目から見たこの30年間の岩手における土砂災害

を振り返り、災害の変遷と今後の土砂災害対策につ

いて考えてみたいと思います。

■過去の災害と地すべり

　岩手県は全国的にみると降水量が少なく、降雨に

起因する自然災害は少ない県だと言われています。

しかし、過去には降雨による大きな被害が生じた災

害もあります。昭和以降の代表的なものとしては、

昭和22年のカスリン台風と翌23年のアイオン台風が

あげられます。いずれの台風も前線活動と相まって

県内に多量の降雨をもたらし、特に、県南の一関市

では北上川の氾濫と磐井川流域で発生した地すべり

や崩壊に起因した土砂流出によって甚大な被害が発

生しました。これらの土砂災害を契機として、昭和

24年度から磐井川上流域で治山事業が開始され、昭

和44年度からは地すべり防止事業に着手し、50年の

歳月を経て平成31年度で概成となりました。

　地すべり対策は、一般の崩壊に比べて移動土塊の

スケールが大きく、対策にも年月と多大な費用がか

かるため、「地すべり防止区域」に指定して必要な施

設を設置するのが一般的です。岩手県では、「地すべ

り防止区域」は44カ所指定されていますが、対策の

導入によって42カ所は既に概成となり、現在も事業

を実施しているのは２カ所のみとなっています（岩

手県地域防災計画Ｈ31より）。

　かつては、融雪時期や多降雨時には奥羽山地を中

心に各地で地すべりが繰り返し発生していました

が、最近では地すべりによる目立った災害は少なく

なったように感じます。これは、これまで地道に行

われてきた対策の効果の表れと思います。

■岩手県における近年の土砂災害

　その一方で、最近の10年程度をみると、平成20年

岩手・宮城内陸地震に代表される地震による土砂災

害や、局地的な異常豪雨による土砂災害が頻発する

ようになってきました。このうち異常豪雨による土

砂災害は、平成25年の秋田・岩手豪雨災害（雫石～

盛岡）、平成28年の台風10号災害（岩泉町を中心とし

た沿岸北部）、令和元年の台風19号災害（沿岸部）と

いったものがあげられます。これら近年の災害の特

徴は、既に多くの方が指摘しているように、これま

でに経験したことのない異常豪雨が原因となってい

ることがあげられます。

■今後の土砂災害対策の方向性

　地すべりによる災害は、危険箇所が繰り返し活動

することが特徴であり、事前に危険箇所を抽出し対

策を計画的に進めるといった予防的な対策がある程

度可能といえます。しかし、近年多発する異常豪雨

に起因する土砂災害は、雨の降り方によって災害の

発生場所が異なるため、事前に災害の発生箇所を推

定することは極めて難しいのが現状です。逆に言う

と、山地が多い岩手県では、どこでも災害が発生す

る危険があると言えます。

　今後は、既に指定されている災害危険箇所の予防

的な対策を進めるとともに、雨による警戒避難情報

の周知・伝達方法や避難体制の整備、さらには地域

におけるコミュニティの充実を図っていくことが重

要であると考えています。
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歩行スペースの設置を計画する白山地区

　県南広域振興局土木部は、奥州

市前沢白山地区の一般県道田原折

居線で歩行スペース設置に向けた

事業を展開している。今年度は施

工を進めることとしており、現在

案件が同局から公告中となってい

る。申請は22日まで、７月２日の

入札、開札は翌３日を予定してい

る。

　白山地区での事業は、19年度か

ら事業着手。公共事業評価では、

総事業費5000万円で、105㍍の延

長に歩行スペースの設置を施すも

のとなっている。

　事業を計画する区間近隣の市道

沿いに立地する、白山一区コミュ

ニティー消防センター（白山北公

民館）は、前沢小学校に通う児童

のスクールバスの乗り場となって

おり、同センターへのアクセス道

となる田原折居線は、通学路に位

置付けられる。

　歩道が未整備のため、歩行者が

車道を通行する危険な状況となっ

ている。市道には歩道が設置され

ていることから、当該区間に歩道

を設置することで歩道の連続性が

確保され、通学児童をはじめとし

た歩行者の安全面を見据え、事業

を計画した。

　歩行スペース

は、幅員1.5㍍

が基本となる。

路肩を広くする

ような形とな

り、南側にスペ

ースを確保す

る。

　公告中の工事

は、施工延長91

.6㍍、道路土工

１式、植生工14

0平方㍍、排水

構造物工12㍍、

構造物撤去工１式、舗装工119平

方㍍、防護柵工72㍍が内容。今回

発注する案件で、白山地区での主

だった施工は完了となる見通し

だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　県南広域振興局農政部一関農林

振興センターは、今年度の林道整

備として一関市大東町の森林管理

道赤沢線で事業を進めていく計

画。同線では今年度、19年度に開

設工事を発注した個所の緑化工事

を予定している。なお、前年度ま

で事業を進めていた森林管理道岩

倉沢線については、施工が完了と

なった。

　〈赤沢線〉

　赤沢線の全体計画は、延長5910

㍍、幅員3.0（4.0）㍍の開設。こ

のうち、一関市道根岸安原線を起

点に1539㍍区間については既設の

林道があることから、その続きか

ら同市道天狗岩線までの路線の開

設が、実際の施工区間となる。

　18年度から事業に入っており、

現段階で事業期間は27年度までを

予定。総事業費は約７億円を想定

している。

　路線の利用区域の森林面積は、

人工林が54％と、県平均の42.7％

を上回っている状況にある。だが、

林内路網の整備が遅れ、間伐など

森林整備の推進に支障を来してい

る。林内路網の幹線となる林道を

整備することで、木材生産の低コ

スト化や森林整備の効率化を図

り、間伐材等の木材生産量の増加、

水源涵養、県土の保全など森林の

多面的機能を持続的に発揮させて

いく。

　19年度に300㍍区間の開設工事

に着工し、作業は 年度も繰り越

して実施。施工位置は、事業区間

の起点側（南側）に当たる。

　今年度は、19年度に開設工事を

発注した区間の緑化工事を予定し

ている。緑化工事は、現段階で上

半期中に発注したいとしている。

　なお、現在関連の第２工区用地

測量調査が公告中。用地測量0.4

㌔、立竹木調査0.4㌶が内容とな

っており、申請は23日まで、30日

の入札、翌７月１日の開札を予定

している。

　〈岩倉沢線〉

　森林管理道岩倉沢線は、前年度

で施工が完了。国道343号鳶ケ森

トンネル付近と森林基幹道大鉢森

山線を結ぶ林道として整備を進め

た。

　全体延長が7496㍍、幅員4.0（3.

0）㍍の砂利道で整備。利用区域

面積は408㌶で、08年度から事業

を進めてきた。

　同線の区域は、民有林や一部市

有林・県行造林などの公的機関所

有の森林が生茂り、50～60年生の

森林も多い。人工林率や人工林に

おける間伐対象林率の高い森林内

を通過する路線だが、路線は人が

歩ける程度の作業道のみで、山を

切り開き、沢なりに移動して作業

している状態。

　作業道とともに一体的な森林整

備を促進することで、林業生産性

の拡大や林業・木材産業に係る雇

用促進が期待される。

　さらに、間伐等の健全な森林の

育成・管理による水源涵養や災害

防止・土壌保全機能等の高度発揮

と併せ、適正な森林管理の促進か

ら効率的な林業経営の確立による

山村地域の振興・活性化を担う林

道を整備、10㌧トラックなど大型

の機械が入れるようにする。

　事業では、起終点の両側から施

工を進め、前年度の施工で路線が

一本につながった。

　滝沢市の20年度実行計画書兼事

業説明書のうち、建設関連の主な

事業は次の通り。寄は新規事業。

金額の単位は千円。

　◇ひとにやさしく安全・安心で

活力あふれるまち

　▽道路台帳補正事業 　4,301

　道路法に基づき市道認定してい

る道路について、道路台帳を作成

し毎年更新することにより、市道

を適正に管理することを目的とす

る［20年度の事業概要］毎年度築

造・改修・廃止された市道につい

て、道路台帳を調製する

　▽滝沢市私道等補助事業

　1,422

　市民生活に密着して利用されて

いる私道及び作業道の所有者や利

用者が事業主体となり舗装、側溝

などの整備や修繕を行おうとする

場合、その経費の一部を補助する

ことにより、私道等の整備を促進

し、もって生活環境の向上を図る

［20年度の事業概要］私道の舗装

・側溝等の整備や維持補修（舗装

補修、砂利敷等）に要する費用に

対する補助を行う

　▽私道除雪事業費補助事業

　500

　私道にかかる防災及び被災の軽

減を図るため、平常時の私道除雪

を適正に実施している道路利用者

等の除雪に係る費用負担の軽減を

図る［20年度の事業概要］要綱に

該当する私道除雪経費に対する補

助（補助率３分の１）

　▽市道等維持管理事業

　130,933

　道路パトロールを含めた維持管

理の方法を体系化し、市道の破損

等危険個所を適正に修繕すること

により、安全な道路交通の確保を

目的とする［20年度の事業概要］

道路パトロールを徹底することに

より道路の破損個所を早期に把握

し、単価契約により年間契約して

いる請負業者による修繕を実施す

る。住民より寄せられた要望等に

対しては、「道路の修繕に関する基

本方針」に基づき、現地調査を実

施し調査結果を住民へ回答すると

ともに、修繕必要個所については

修繕業者による修繕を実施する。

規模の大きな修繕については、道

路修繕管理台帳を作成し、年次計

画により実施する

　▽市道除排雪事業 　212,123

　市道その他市が管理する公道に

ついて適切な除雪を実施すること

及び地域毎に異なる除雪課題解決

のために地域で取り組むことによ

り、冬期間における公共交通を確

保し、将来も持続可能な除雪体制

を構築し、もって市民の生活の安

定を図る［20年度の事業概要］市

内を地区に分割し民間委託により

市道その他市が管理する公道の除

雪を実施する。地域毎に異なる除

雪課題解決のため、市民・委託業

者・市の三者協働による除雪体制

づくりを推進する

　▽市道改修事業 　69,400

　「道路修繕管理台帳」及び「滝

沢市舗装維持管理計画」に登載さ

れた規模の大きな修繕について、

年次計画により道路改修を実施す

ることにより、道路交通の安全確

保を図る［20年度の事業概要］側

溝改修等の中で規模の大きな工事

について、「市道修繕管理台帳」を

作成し、台帳に登載されたものの

中から実施路線を選定し年次計画

により実施する。舗装打替え、オ

ーバーレイ等の舗装修繕工事につ

いては「滝沢市舗装維持管理計画」

に登載されたものの中から実施路

線を選定し年次計画により実施す

る

　▽マイロード支援事業 　1,845

　市道等の維持管理事業につい

て、生活に密着した市道等の整備

や管理、除雪作業の支援対策を講

じ行政と市民との役割分担を図り

ながら官民協働で各種事業を進め

ることで、地域の道路に関する市

民満足の向上を図る［20年度の事

業概要］協働による除雪推進事業

：市が行う市道等の除雪の補完及

び市が除雪しない私道の除雪を市

民が中心となって行う団体に対し

て、除雪機貸与等の支援を行う。

また、貸与除雪機の更新も行う。

地域みちなおし事業：市道等の維

持、整備を住民が中心となって行

う団体に対して、原材料支給、機

械貸与等の支援を行う

（つづく）


